
北九州市監査公表第２６号 

平成３０年１１月１４日  

北九州市監査委員  井 上   勲 

同         廣 瀨 隆 明 

同         香 月 耕 治 

同         福 島   司 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

定期監査(工事監査) 

２ 措置を講じた局等 

建設局 

３ 監査の期間 

平成２９年１１月２４日から平成３０年４月２７日まで 

４ 監査公表の時期 

平成３０年７月３１日（平成３０年監査公表第１５号） 



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）建設局 

監  査  の  結  果 措  置  状  況 

ア 工事費の積算について 

  （街路課） 

［１４］飛行場南線（中曽根工区）橋

梁上部工工事（２８－１） 

本工事は、小倉南区中曽根新町の都

市計画道路・飛行場南線において、県

道門司行橋線と交差する区間を立体

交差とするため、工場製作したコンク

リート製の桁を県道上に架設する工

事であり、桁の価格は、建設資材価格

特別調査により決定している。 

土木工事標準積算基準書（以下、「基

準書」という。）によると、桁組立工

において、「定着装置は、製作（桁の

価格）に含まれるので計上しない。」

とされているが、本工事においては桁

組立工に定着装置の費用を、別途計上

しており、二重計上となっていた。 

工事の積算にあたっては、所定の基

準書等を遵守し、適切に行われたい。

 今回の指摘は、工事費の積算にあた

り、「土木工事標準積算基準書（主桁

組立工）」の内容および「建設資材価

格特別調査」により価格を決定した桁

の仕様を十分に確認していなかった

ことが原因で生じたものである。 

 今回の指摘を受け、積算などの業務

の際に使用する「街路課事務マニュア

ル」に積算事例として記載することと

し、平成３０年６月に改訂した。 

また、建設資材価格特別調査におい

ては、同様の間違いが生じないよう、

調査依頼時に桁の仕様を詳細に明記

するとともに、調査依頼先にも同様の

依頼を行った。その結果、後発工事に

おいては改善されている。 

今回の事例は、５月２８日の道路関

係課長会議にて周知を図り、６月２０

日には事務改善会議において、改訂し

た街路課事務マニュアルをもとに指

摘事項に関する課内研修を行った。 



監  査  の  結  果 措  置  状  況 

イ 工事費の積算について 

  （西部整備事務所工務第一課） 

［３７］北九州小竹線仮橋維持管理工

事（２８－１） 

本工事は、八幡東区河内地区におい

て、大雨で被災した県道を迂回させる

ため設置した仮橋の維持管理を行う

ものである。 

本市の「積算運用の手引き」による

と、本工事（維持管理工事）の発注に

あたっては、仮橋の設置工事（以下、

「前期工事」という。）の受注者と

随意契約を行うとともに、前期工事と

の諸経費調整を行うとされている。 

しかし、随意契約は行ったが、諸経

費の調整を行っておらず不適切な積

算となっていた。 

工事の積算にあたっては、所定の規

程等を遵守し適切に行われたい。 

今回の指摘は、工事費の積算にあた

り、「積算運用の手引き（存置した仮

設構造物の取り扱い）」の内容を十分

に把握していなかったことが原因で

生じたものである。 

今回の指摘を受け、今後、同様の間

違いが生じないように、発注前チェッ

クシートを平成３０年４月に一部変

更した。 

 また、職員同士の設計審査について

は、時間に余裕をもって行うととも

に、係長において積算内容の指導強化

を図るものとする。 

今回の事例は、平成３０年４月２３

日の事務改善会議で説明を行い新し

いチェックシートの使用と指摘事項

に関する課内研修を行った。 

また、５月２８日の道路関係課長会

議において再発防止の周知徹底を図

った。 

注・・［ ］内の数字は、平成３０年監査公表第１５号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す 


